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応
仁
の
乱
の
東
西
両
軍

　
　

   
そ
の
動
静
は
・
・
・

「
応
仁
の
乱
」
は
京
都
が
主
戦
場
だ
っ
た
が
、
後
半
に
な
る
と
戦
線
は
地
方
に
拡
大
し
た
。

東
軍
の
細
川
勝
元
が
、
西
軍
の
諸
大
名
（
大
内
氏
・
土
岐
氏
な
ど
）
を
撹
乱
す
る
策
に
出
た
た
め
、
そ
の
範
囲
は

拡
大
し
て
、
つ
い
に
ほ
ぼ
全
国
（
奥
羽

・
関
東

・
越
後

・
甲
斐
を
除
く
）
に
広
が
っ
た
。

ブ
ル
ー
は
東
軍
、
グ
リ
ー
ン
は
西
軍
、

オ
レ
ン
ジ
は
両
軍
伯
仲
を
示
す

両
図
は
、
文
正
二
年
＝1467

こ
ろ

の
勢
力
図
を
示
す
。

た
だ
し
、
東
西
両
軍
に
参
加
し
た
守
護
大
名
は
、

時
期
に
よ
っ
て
そ
の
去
就
は
異
な
っ
て
い
る
。

細
川
勝
元
像

　
　

龍
安
寺
蔵
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応
仁
・
文
明
の
乱

　

細
川
勝
元
と
山
名
持も
ち

豊と
よ

（
山
名
宗そ

う

全ぜ
ん

）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
大
将
と
し
て
、
諸
国
の
大
・
小
名
が
東
西
両
軍

に
分
れ
、京
都
を
主
戦
場
と
し
て
勃
発
し
た
大
乱
は
、応
仁
元
年
（1467

）
か
ら
文
明
九
年
（1477

）
ま
で
、

十
一
年
間
に
わ
た
っ
て
続
き
、「
応
仁
の
乱
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
と
も
い
う
。

　

大
乱
の
起
因
は
・
・
・

　

室
町
幕
府
は
有
力
守
護
大
名
の
連
合
政
権
的
な
性
格
を
も
ち
、
そ
の
上
に
立
つ
将
軍
は
奉ぶ
ぎ

行ょ
う

人に
ん

、
奉ほ
う

公こ
う

衆し
ゅ
う

な
ど
、
独
自
の
権
力
基
盤
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
幕
政
は
有
力
な
守
護
勢
力
と
の
均
衡
の
上
で
展
開
さ
れ
た
。

　

将
軍
の
親
裁
権
を
高
度
に
発
揮
し
て
い
た
将
軍
義
満
の
時
代
以
後
、
幕
政
の
核
と
し
て
、
三さ
ん

管か
ん

領れ
い

、
四し

職し
き

家
を
中
心
と
す
る
、
有
力
・
守
護
大
名
で
構
成
さ
れ
る
重
臣
会
議
が
力
を
も
ち
、
政
務
の
議
決
機
関
と

し
て
機
能
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
嘉か

吉き
つ

の
乱
で
六
代
将
軍
義よ
し

教の
り

が
暗
殺
さ
れ
る
と
（
嘉
吉
元
年
、1441

）、

大
名
の
間
の
均
衡
は
大
き
く
崩
れ
る
。

タ
ブ
ロ
イ
ド
地
域
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
の
電
子
版
と
し
て
編
集
し
ま

し
た
。
電
子
書
籍
専
用
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
で
お
読
み
下
さ
い
。

ま
た
ご
利
用
の
環
境
に
よ
っ
て
は
、電
子
書
籍
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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陰
山
陽
に
わ
た
る
七
ヶ
国
の
分
国
を
も
つ
有
力
な
守
護
と
し
て
成
長
し
、
細
川
氏
も
ま
た
畿き

内な
い

（
都
に
近

い
圏
内
）、
四
国
、
山
陽
に
八
ヶ
国
の
分
国
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
族
の
内
紛
も
な
く
無
傷
で
維
持
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
両
守
護
家
は
、
瀬
戸
内
制
海
権
を
両
分
す
る
形
を
と
っ
て
、
幕
政
の
主
導
権
を
争
う
形
勢

と
な
る
。
両
勢
力
の
領
り
ょ
う

袖し
ゅ
うは

、赤
入
道
と
よ
ば
れ
た
前
侍
所
頭と
う

人に
ん

の
山
名
持
豊
と
、管
領
の
細
川
勝
元
だ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
幕
政
の
動
向
と
、
有
力
な
守
護
の
勢
力
関
係
を
背
景
と
し
つ
つ
、
大
乱
の
勃
発
が
触
発

さ
れ
る
と
き
が
近
付
い
て
い
た
。

　

大
乱
の
直
接
的
な
原
因
は
・
・
・

　

侍
さ
む
ら
い

所ど
こ
ろ

頭と
う

人に
ん

（
警
備
に
当
た
る
御
家
人
を
統
率
す
る
も
の
）
と
と
も
に
、
京
都
を
軍
事
的
に
押
さ
え
る
要
職

と
さ
れ
て
い
た
山や
ま

城し
ろ

国
の
守
護
職
は
、
宝
徳
二
年
（1450

）
か
ら
、
畠
山
氏
が
兼
務
し
て
い
た
が
、
畠
山

持
国
は
、
所
領
の
譲
渡
を
決
め
、
実
子
（
庶
子
）
の
義よ
し

就な
り

（
初
名
は
亮
義
夏
）
に
所
領
を
譲
っ
た
。
義
就
は

将
軍
義
政
に
支
持
さ
れ
、
家
督
相
続
も
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
畠
山
家
の
有
力
な
家
臣
は
そ
れ
に
対

し
て
反
抗
し
、
彼
の
従
兄
弟
に
当
る
政
久
、
政
長
を
後
継
者
と
し
て
支
援
し
た
。
享
徳
四
年
（1455

）
父

の
死
去
に
よ
っ
て
、
義
就
は
正
式
に
家
督
を
継
承
す
る
。
し
か
し
、
彼
と
将
軍
義
政
と
の
間
の
確
執
の
た

め
に
、
長
禄
四
年
（1460

）、
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
畠
山
の
家
督
は
政
長
に
移
行
し
た
。
義
就
は
幕
府
か

　

有
力
守
護
大
名
の
内
紛
が
起
こ
る

　

永
享
五
年
（1433

）、
斯し

波ば

家
の
義よ
し

淳あ
つ

が
死
去
す
る
と
、
将
軍
義よ
し

教の
り

は
家
督
相
続
に
介
入
、
一
族
の
内

紛
を
誘
発
さ
せ
て
同
家
を
弱
体
化
さ
せ
、嘉
吉
の
乱
に
よ
っ
て
赤
松
氏
も
没
落
し
た
。
享
徳
三
年
（1454

）

に
は
畠
山
家
で
も
、
当
主
の
持
国
の
家
督
継
承
権
を
め
ぐ
っ
て
内
紛
が
起
こ
っ
た
。
内
紛
を
通
じ
て
、
幕

政
に
参
与
し
て
い
た
有
力
な
大
名
家
は
淘
汰
さ
れ
、
重
臣
会
議
の
機
能
は
麻
痺
す
る
に
至
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
将
軍
義
勝
、
義
政
の
生
母
だ
っ
た
日
野
重
子
や
、
乳う

毋ば

（
め
の
と
、
と
も
）
の
今い
ま

参ま
い
り

局の
つ
ぼ
ねな

ど
、
側
近
の
女
性
が
幕
政
に
容よ
う

喙か
い

（
横
か
ら
口
出
し
）
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
参
局
が
処
刑
さ
れ
た
の
ち
に

は
、
政ま
ん

所ど
こ
ろ（

財
政
と
訴
訟
を
掌
る
）
執
事
の
伊
勢
貞さ
だ

親ち
か

や
、
相
し
ょ
う

国こ
く

寺じ

院
内
の
蔭い
ん

凉り
ょ
う

軒け
ん

主し
ゅ

を
務
め
た
季き

瓊け
い

真し
ん

蘂ず
い

な
ど
、
守
護
家
に
非
ざ
る
側
近
勢
力
が
台
頭
し
、
幕
政
は
混
乱
に
陥
っ
た
。

　

幕
府
か
ら
の
離
脱
へ
・
・
・

　

さ
ら
に
、嘉
吉
元
年
（1441

）
以
後
、数
年
ご
と
に
徳
政
一
揆
が
頻
発
し
た
の
で
、幕
府
の
財
政
基
盤
だ
っ

た
土ど

倉そ
う

（
現
代
の
質
屋
）、
酒
屋
な
ど
の
経
営
は
打
撃
を
蒙
っ
た
。
関
東
な
ど
の
地
方
で
は
、
幕
府
配
下
か

ら
の
離
脱
、
各
地
で
起
こ
っ
た
戦
乱
の
長
期
化
、
国こ
く

人じ
ん

（
土
着
の
領
主
）
層
に
よ
る
幕
府
直
轄
領
や
荘
し
ょ
う

園え
ん

の

押お
う

領り
ょ
うが

相
次
ぎ
、
幕
府
の
財
政
基
盤
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

嘉
吉
の
乱
に
よ
っ
て
赤
松
氏
の
遺
領
を
継
承
し
た
山
名
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、
山
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ら
追
放
さ
れ
、
さ
ら
に
綸
旨
に
よ
っ
て
朝
敵
と
な
っ
た
の
で
、
寛
政
四
年
（1463

）、
紀
伊
か
ら
吉
野
へ

と
逃
れ
た
。

　

畠
山
氏
の
家
督
と
山
城
守
護
を
継
承
し
た
政
長
に
対
し
て
激
し
い
敵
意
を
も
っ
た
義
就
は
、
家
督
と
山

城
守
護
を
奪
回
す
る
機
を
狙
っ
た
。
こ
の
畠
山
氏
の
内
訌
に
対
し
て
、細
川
勝
元
は
終
始
政
長
を
支
持
し
、

山
名
持
豊
も
当
初
は
勝
元
に
従
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
府
軍
を
相
手
に
孤
軍
奮
戦
す
る
義
就
の
軍
事

的
才
幹
に
注
目
し
た
山
名
持
豊
が
義
就
派
に
回
っ
た
の
で
、
細
川
勝
元
と
対
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

畠
山
義
就
・
政
長
の
争
い
と
、
そ
れ
に
加
担
す
る
山
名
、
細
川
ら
の
有
力
守
護
家
の
角
逐
は
、
こ
う
し

て
大
乱
の
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
の
契
機
と
し
て
、ほ
か
に
斯
波
義よ
し

廉か
ど

と
義
敏
と
の
対
立
、

将
軍
義
政
に
実
子
、
義
尚
が
誕
生
し
て
、
跡
目
と
な
っ
た
義よ
し

視み

と
の
反
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
争
乱

の
経
過
か
ら
見
る
と
、こ
れ
ら
は
副
次
的
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
参
照
：
「
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
」、今
谷 

明
）。

　

争
乱
の
経
過
は
・
・
・

　
文
正
元
年
（1466

）、
将
軍
義
政
は
側
近
の
伊
勢
貞
親
、
季
瓊
真
蘂
ら
の
意
見
に
基
づ
い
て
、
斯
波
家
の
家

督
を
義
廉
か
ら
義
敏
に
更
迭
し
、
ま
た
義
政
の
弟
の
義
視
が
謀
反
を
起
こ
す
と
の
噂
で
諸
大
名
を
刺
激
し
た
。

一
方
、
義
廉
派
の
持
豊
、
義
視
派
の
勝
元
は
分
国
の
軍
勢
を
京
都
に
集
中
し
た
の
で
、
貞
親
、
真
蘂
は
近お
う

江み

（
現
・
滋
賀
県
）
に
逃
亡
す
る
（
文ぶ

ん

正し
ょ
うの
政
変
）。
斯
波
家
の
家
督
は
義
廉
に
戻
さ
れ
、
将
軍
義
政
の
側
近

政
治
は
崩
壊
し
た
の
で
、
幕ば
っ

閣か
く

（
幕
府
の
再
興
首
脳
）
は
、
勝
元
、
持
豊
が
激
し
く
抗
争
す
る
主
導
権
争
い

の
場
と
化
し
た
。

　

持
豊
派
は
迅
速
に
京
都
に
兵
力
を
集
中
し
て
、
同
年
末
に
は
、
驍
ぎ
ょ
う

将し
ょ
う（

勇
敢
な
将
）、
畠
山
義
就
の
大
軍

が
大
和
か
ら
入
京
す
る
。
持
豊
は
義
政
に
強
請
し
て
斯
波
義
廉
を
越
前
、
尾
張
、
遠
江
、
三
国
の
守
護
職

に
還げ
ん

補ぽ

（
再
び
補ぶ

任に
ん

ー
官
職
の
供
与
ー
す
る
こ
と
）
さ
せ
て
、
応
仁
元
年
一
月
（1467

）
に
は
義
就
が
畠
山
氏

の
家
督
に
返
り
咲
く
。
窮
地
に
陥
っ
た
政
長
は
山
城
上か
み

御ご
り

霊ょ
う（

現
・
京
都
市
上
京
区
）で
義
就
軍
に
挑
戦
す
る
。

こ
こ
に
戦
乱
の
火
ぶ
た
が
切
ら
れ
た
。
し
か
し
、緒
戦
に
立
ち
遅
れ
た
政
長
は
敢
え
な
く
敗
走
し
た
の
で
、

持
豊
派
は
完
全
に
幕
府
を
掌
握
し
た
。

　

勝
元
は
戦
勝
気
分
で
油
断
し
て
い
る
持
豊
派
の
隙
を
縫
っ
て
、
地
方
で
反
撃
に
転
じ
、
分
国
軍
勢
を
入

京
さ
せ
る
。
一
方
、
赤
松
政ま
さ

則の
り

に
播
磨
、
備
前
、
美み

作さ
か

（
現
・
岡
山
県
津
山
市
）
の
三
国
を
討
た
せ
て
山
名

氏
を
牽
制
す
る
。
ま
た
斯
波
義
敏
に
は
越
前
を
、
武
田
信の
ぶ

賢か
た

に
は
若
狭
を
、
土と

岐き

政ま
さ

康や
す

に
は
伊
勢
と
持
豊

派
の
守
護
の
分
国
に
侵
入
さ
せ
、
同
年
五
月
、
幕
府
奉
公
衆
の
援
助
を
得
て
花
の
御
所
を
占
拠
す
る
こ
と

に
成
功
す
る
。
将
軍
邸
を
占
拠
し
た
勝
元
は
、
緒
戦
の
不
利
を
取
り
戻
し
た
の
で
、
持
豊
方
は
止
む
無
く

堀
川
の
西
に
陣
を
構
え
、
以
後
、
勝
元
一
派
を
東
軍
、
持
豊
派
を
西
軍
と
称
す
る
こ
と
と
な
る
。
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東
軍
に
参
加
し
た
守
護
は
細
川
氏
、
畠
山
政
長
、
武
田
信
賢
京
極
持も
ち

清き
よ
、
赤
松
政
則
、
富
樫
政ま
さ

親ち
か
、
斯
波

義
敏
ら
で
、
対
す
る
西
軍
は
山
名
氏
、
畠
山
義
就
・
義よ
し

統む
ね
、
斯
波
義
廉
、
六
角
高た
か

頼よ
り
、
一
色
義よ
し

直た
だ
、
土
岐
成し
げ

頼よ
り

、
河
野
通み
ち

春は
る

、
大
内
政
弘
と
い
う
面
々
で
、
九
州
と
信
濃
以
東
の
大
名
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
東
軍
は
将

軍
を
擁
す
る
有
利
な
立
場
か
ら
、
西
軍
諸
大
名
の
守
護
職
を
次
々
に
剥
奪
し
、
自
派
の
一
族
や
大
名
に
補
任

し
た
が
、
西
軍
大
名
も
実
力
を
も
っ
て
新
任
守
護
に
抵
抗
し
、
戦
況
は
長
期
化
し
て
膠
着
の
様
相
と
な
る
。

　

京
都
の
市
街
戦
が
始
ま
る

　

応
仁
元
年
五
月
、
京
都
市
街
戦
が
決
行
さ
れ
る
。
東
軍
が
一
色
義
直
邸
を
包
囲
し
て
戦
火
が
拡
大
し
、

一
時
は
勝
元
側
が
優
勢
に
み
え
た
が
、
同
年
秋
に
山
名
、
大
内
の
大
軍
が
入
京
し
た
た
め
西
側
が
盛
り
返

し
、
西
軍
は
将
軍
邸
、
相
国
寺
な
ど
洛
中
の
要
所
を
占
拠
し
て
東
軍
を
洛
外
に
追
い
払
っ
た
。
就
中
、
畠

山
義
就
軍
は
東
寺
か
ら
西
岡
一
帯
を
占
拠
し
、
自
ら
「
山
城
守
護
」
と
称
し
て
乱
終
息
時
ま
で
十
年
近
く

洛
南
地
方
を
実
力
で
支
配
し
た
。
翌
年
に
は
洛
外
の
主
要
社
寺
も
殆
ど
が
兵
火
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

は
足あ
し

軽が
る

、
疾し
っ

走そ
う

の
徒
と
よ
ば
れ
る
傭よ
う

兵へ
い

の
活
動
に
よ
る
も
の
で
、
東
軍
で
は
侍
所
所し
ょ

司し

代だ
い

（
所
司
の
代
官
）、

多
賀
高た
か

忠た
だ

の
配
下
、
骨ほ
ね

皮か
わ

道ど
う

賢け
ん

、
西
軍
で
は
山
城
の
土
豪
、
御み

厨ず

子し

某
な
ど
が
彼
ら
を
差
配
し
た
。
こ
の

内
乱
は
、
傭
兵
の
集
団
が
主
要
な
戦
力
を
構
成
し
た
最
初
の
規
模
の
大
き
い
戦
乱
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
東
軍
十
六
万
、
西
軍
十
一
万
と
い
う
両
軍
の
動
員
兵
力
（『
応
仁
記
』
に
よ
る
）
に
は
誇
張
が
あ
る
と

し
て
も
、
各
荘
園
、
郷
村
か
ら
は
荘
官
、
在
地
土
豪
層
を
中
心
に
騎
馬
、
半
甲
冑
、
人
夫
で
構
成
さ
れ
る

兵
団
が
徴
発
さ
れ
、
さ
ら
に
京
都
周
辺
で
は
京
中
悪
党
、
疾
走
の
徒
な
ど
の
足
軽
傭
兵
が
補
充
さ
れ
た
。

後
者
の
活
躍
が
目
立
っ
た
の
は
、
地
方
の
農
民
軍
隊
は
長
期
の
在
京
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

文
明
二
年
（1970

）
こ
ろ
の
守
護
大
名
・
豪
族
の
去
就
は
・
・
・

　

東
軍
の
守
護
大
名

細
川
勝
元
：
摂
津
・
丹
波
・
讃
岐
・
土
佐	

細
川
成
之
：
阿
波	

細
川
常
有
：
和
泉
半
国

細
川
政
久
：
和
泉
半
国	

細
川
勝
久
：
備
中	

畠
山
政
長
：
越
中
・（
河
内
）

斯
波
義
敏
・
斯
波
義
寛
：
尾
張
・
越
前
・
遠
江	

京
極
持
清
：
飛
騨
・
近
江
半
国
・
出
雲
・
隠
岐

赤
松
政
則
：
播
磨
・
加
賀
半
国
（
備
前
・
美
作
）	

山
名
是
豊
：
山
城
・
備
後

武
田
信
賢
・
武
田
国
信
：
若
狭
・
安
芸
半
国	

今
川
義
忠
：
駿
河	

小
笠
原
政
秀
：
信
濃

富
樫
政
親
：
加
賀
半
国
（
開
戦
後
間
も
な
く
西
軍
か
ら
寝
返
り
）	

北
畠
教
具
：
伊
勢
半
国

大
友
親
繁
：
豊
後
・
筑
後	

少
弐
頼
忠
：
（
肥
前
）・
対
馬
・（
筑
前
）	

菊
池
重
朝
：
肥
後

島
津
立
久
：
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
（
但
し
、
実
戦
に
は
参
加
し
て
い
な
い
）

　
東
軍
・
そ
の
他
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斯
波
持
種
、
六
角
政
堯
、
小
笠
原
家
長
、
木
曾
家
豊
、
松
平
信
光
、
吉
良
義
真
、
成
身
院
光
宣
、
筒
井
順
永
、

十
市
遠
清
、
吉
川
経
基
、
吉
見
信
頼
、
益
田
兼
堯
、
大
内
教
幸
、
小
早
川
煕
平
、
河
野
教
通
、
相
良
長
続
な
ど

　

西
軍
の
守
護
大
名

山
名
宗
全
：
但
馬
・（
播
磨
）	

山
名
豊
氏
？
：
因
幡	

山
名
教
之
：
伯
耆
・（
備
前
）

山
名
政
清
：
（
美
作
）・
石
見	

畠
山
義
就
：
河
内
（
紀
伊
・
大
和
）	

畠
山
義
統
：
能
登

斯
波
義
廉
：
（
越
前
）・（
尾
張
）・（
遠
江
）（
何
れ
も
西
軍
内
で
は
守
護
職
に
留
ま
る
）

一
色
義
直
：
丹
後
・
伊
勢
半
国	

土
岐
成
頼
：
美
濃	

六
角
高
頼
：
近
江
半
国

河
野
通
春
：
伊
予	
大
内
政
弘
：
長
門
・
周
防
・
豊
前
・
筑
前	

渋
川
教
直
：
肥
前

　

西
軍
・
そ
の
他

吉
良
義
藤
、
飛
騨
姉
小
路
家
、
富
樫
幸
千
代
、
毛
利
豊
元
、
武
田
元
綱
、
竹
原
小
早
川
氏
、
島
津
季
久
、

一
色
時
家
、
戸
田
宗
光
、
越
智
家
栄
、
小
笠
原
清
宗
な
ど

　

東
西
に
分
裂
し
た
氏
族

　

斯
波
氏	

東
軍　
　

斯
波
義
敏　

斯
波
義
寛　

斯
波
持
種	

＝
越
前
・
尾
張
・
遠
江
守
護
、
三
管
領
家
＝

	

西
軍　
　

斯
波
義
廉　

朝
倉
孝
景 

★

　

畠
山
氏	

東
軍　
　

畠
山
政
長	

＝
越
中
・
河
内
・
紀
伊
・
能
登
守
護
、
三
管
領
家
＝

	

西
軍　
　

畠
山
義
就　

畠
山
義
統

　

山
名
氏	

東
軍　
　

山
名
是
豊	

＝
伯
耆
・
因
幡
・
但
馬
・
石
見
・
山
城
・
備
後
守
護
、
四
職
＝

	

西
軍　
　

山
名
宗
全　

山
名
豊
氏　

山
名
教
之　

山
名
政
清

　

京
極
氏	

東
軍　
　

京
極
孫
童
子
丸　

京
極
政
経　

多
賀
高
忠

	

＝
近
江
半
国
・
出
雲
・
隠
岐
・
飛
騨
守
護
、
四
職
。
京
極
騒
乱
を
参
照
＝

	

西
軍　
　

京
極
高
清　

京
極
政
光　

多
賀
清
直

　

六
角
氏	

東
軍　
　

六
角
政
堯	

＝
近
江
半
国
守
護
＝

	

西
軍　
　

六
角
高
頼

　

土
岐
氏	

東
軍　
　

世
保
政
康 

☆	

＝
美
濃
・
伊
勢
守
護
＝

	

西
軍　
　

土
岐
成
頼

　

大
内
氏	

東
軍　
　

大
内
教
幸	

＝
長
門
・
周
防
・
豊
前
・
筑
前
守
護
＝

	

西
軍　
　

大
内
政
弘

　

小
笠
原
氏	

東
軍　
　

小
笠
原
政
秀　

小
笠
原
家
長	

＝
信
濃
守
護
＝

	

西
軍　
　

小
笠
原
清
宗
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富
樫
氏	

東
軍　
　

富
樫
政
親	

＝
加
賀
守
護
＝

	

西
軍　
　

富
樫
幸
千
代

　

武
田
氏	

東
軍　
　

武
田
信
賢　

武
田
国
信	

＝
若
狭
・
安
芸
半
国
守
護
＝

	
西
軍　
　

武
田
元
綱

　

島
津
氏	
東
軍　
　

島
津
立
久	

＝
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
守
護
＝

	
西
軍　
　

島
津
季
久

　

河
野
氏	

東
軍　
　

河
野
教
通	

＝
伊
予
守
護
＝

	

西
軍　
　

河
野
通
春

　

吉
良
氏	

東
軍　
　

吉
良
義
真	

＝
西
条
家
・
東
条
家
＝

	

西
軍　
　

吉
良
義
藤

　

小
早
川
氏	

東
軍　
　

小
早
川
煕
平　

小
早
川
敬
平	

＝
沼
田
家
・
竹
原
家
＝

	

小
早
川
盛
景　

小
早
川
弘
景　

小
早
川
弘
平

	

※
☆
は
西
軍
、
★
は
東
軍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
寝
返
り

　

戦
乱
は
地
方
に
及
ぶ
・
・
・

　

三
年
を
経
過
す
る
と
、
戦
局
の
中
心
は
地
方
に
移
っ
た
が
、
文
明
三
年
（1471
）、
越
前
守
護
代
、
朝

倉
孝た
か

景か
げ

の
幕
府
帰
参
は
東
軍
の
優
勢
を
決
定
付
け
、
文
明
五
年
に
両
軍
の
総
帥
、
持
豊
と
勝
元
が
相
次
い

で
死
去
す
る
と
、
両
軍
首
脳
に
は
厭え
ん

戦せ
ん

気
分
が
漲
っ
た
。
こ
と
に
山
名
氏
惣
領
の
政
豊
が
東
陣
に
帰
参

し
、
幕
府
か
ら
山
城
守
護
に
補
任
さ
れ
る
と
、
細
川
、
山
名
両
氏
の
対
立
と
い
う
初
期
の
構
図
は
色
褪
せ
、

本
来
の
立
役
者
だ
っ
た
政
長
・
義
就
の
両
畠
山
氏
が
、
両
軍
を
代
表
し
て
徹
底
抗
戦
を
叫
ぶ
状
況
へ
と
変

化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
文
明
九
年
九
月
（1477

）、
畠
山
義
就
が
長
期
に
わ
た
て
占
領
し
て
い
た

山
城
を
退
去
し
、
同
年
の
十
一
月
に
は
、
大
内
政
弘
、
土
岐
成
頼
ら
が
分
国
に
引
き
上
げ
た
の
で
、
京
都

を
中
心
と
す
る
戦
乱
は
よ
う
や
く
収
束
に
向
か
っ
た
。
政
弘
、
成
頼
ら
は
乱
前
に
保
持
し
て
い
た
守
護
職

を
還
補
さ
れ
た
が
、
義
就
の
み
は
つ
い
に
赦
免
さ
れ
ず
、
実
力
で
地
盤
を
構
築
す
る
ほ
か
存
立
の
道
を
閉

ざ
さ
れ
た
た
め
、
奮
迅
の
勢
い
で
河
内
の
政
長
軍
の
攻
撃
に
乗
り
出
し
た
。
河
内
、
大
和
、
南
山
城
で
は

な
お
戦
火
が
続
行
し
て
拡
大
し
、
義
就
は
同
年
中
に
河
内
を
制
圧
し
、
大
和
を
勢
力
下
に
収
め
て
、
文
明

十
四
年
（1482

）
に
は
南
山
城
に
侵
入
し
た
。
翌
年
、
宇
治
川
以
南
を
実
力
占
拠
し
た
が
、
や
が
て
国
人

や
農
民
は
守
護
大
名
の
畠
山
氏
に
対
し
て
一
揆
を
引
き
起
こ
す
（
山
城
国
一
揆
）。
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大
乱
の
結
果
は
・
・
・

　

義
就
、
政
長
の
抗
争
を
軸
と
し
て
見
る
と
、
大
乱
が
終
息
し
た
の
は
、
文
明
一
七
年
（1485

）、
両

畠
山
氏
の
影
響
を
排
除
し
て
自
治
を
行
う
、「
国
中
掟
」
を
取
り
決
め
た
山
城
国
一
揆
の
成
立
で
あ
り
、

畿き
な
い内
の
農
民
、
土
豪
の
自
立
、
成
長
が
、
無
意
味
な
守
護
大
名
の
抗
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
以
後
、
大
乱
に
参
加
し
た
諸
大
名
は
、
幕
府
の
権
威
に
よ
る
分
国
支
配
が
困
難
と
な
り
、

実
力
に
よ
っ
て
領
国
の
統
治
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
幕
府
の
実
質
的
支
配

領
域
は
漸
次
縮
小
さ
れ
、
長
享
元
年
（1487

）
の
六
角
氏
の
征
伐
、
明
応
二
年
（1493

）
の
河
内
へ
の
出

陣
を
通
じ
て
幕
府
の
動
員
兵
力
は
畿
内
近
国
の
守
護
軍
と
奉
公
衆
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
幕
府
の
裁

判
権
行
使
も
畿
内
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
畿
内
政
権
と
化
し
た
幕
府
を
実
力
で
押
さ
え
る
よ
う
に

な
る
の
は
細
川
氏
だ
っ
た
。
細
川
氏
は
他
の
大
名
と
異
な
り
、
家
督
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
な
く
族
的
結
合

を
維
持
し
、
乱
中
乱
後
を
通
じ
て
首
脳
部
が
京
都
に
常
駐
し
、
明
応
の
政
変
で
将
軍
の
廃
立
を
強
行
し
、

細
川
政
元
は
、
政
敵
畠
山
政
長
を
自
害
さ
せ
て
か
ら
は
完
全
に
幕
閣
の
主
導
権
を
掌
握
し
た
。
細
川
氏
が

畿
内
で
戦
国
大
名
へ
の
道
を
踏
み
出
し
た
こ
の
年
は
、
戦
国
時
代
の
始
ま
り
と
す
べ
き
で
は
、
と
す
る
説

が
有
力
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
（
参
照
：
「
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
」
、
今
谷 
明
）。

　

一
方
、
地
方
で
は
荘
園
制
が
次
々
に
解
体
さ
れ
、
ま
た
守
護
代
層
や
有
力
国
人
が
台
頭
し
て
、
彼
ら
の

う
ち
に
は
自
ら
戦
国
大
名
と
な
る
者
も
出
現
し
た
。
荘
園
制
と
在
地
領
主
制
を
基
軸
と
す
る
、
中
世
国
家

の
枠
組
み
が
最
終
的
に
崩
壊
す
る
の
も
こ
の
乱
の
重
要
な
結
果
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
大
き
な
時
代
転
換

の
契
機
は
こ
の
大
乱
に
求
め
ら
れ
る
。

　

都
が
舞
台
と
な
っ
た
争
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
軍
義
政
は
、
こ
の
乱
で
消
滅
し
た
浄
土
寺
跡
に
山
荘

を
造
営
す
る
。
さ
ら
に
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
東
山
殿
を
中
心
と
し
て
、
公く

家げ

、
武
家
、
禅
を
融
合

し
た
新
し
い
思
潮
、
芸
術
（
東
山
文
化
と
い
う
）
が
義
政
に
よ
っ
て
創
成
さ
れ
、
後
世
の
日
本
文
化
の
展
開
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

し
か
も
、
戦
乱
を
地
方
に
避
け
た
僧
侶
や
公く
ぎ

卿ょ
う

た
ち
に
よ
っ
て
、
新
し
い
文
化
は
各
地
に
伝
播
さ
れ
、

庶
民
の
生
活
様
式
の
中
に
源
流
と
し
て
定
着
し
た
。
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